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	様式の分類	納税証明書及び納付手続関係
	様式名	納税証明書交付請求書
（自動車の継続検査用申請書は別様式です。）
委任状
	該当条文等	地方税法
高知県税条例
	説明	自動車の継続検査用納税証明書は除きます。
なお、県税のうち個人県民税の証明については、お住まいの市町村役場で、
地方消費税の証明については、納税地を管轄する税務署にてお出ししていま
す。

【概要】
　担保権の設定、国や市町村等に提出しなければならない場合に、県税の納
税状況の証明書を請求する手続きです。（県税には、延滞金、各種加算金や
滞納処分費も含まれます。）

【請求対象者】
　原則、納税者又は特別徴収義務者ご本人（法人にあっては代表者本人）が
受付窓口にて来所請求してください。ご本人（法人にあっては代表者本人）
が受付窓口に来所できない場合は、ご本人（法人にあっては代表者本人）の
委任を受けた代理人が委任状を持参して請求を行うことができます。
	受付窓口	最寄りの県税事務所にて受け付けています。
（ご注意）県税事務所では請求時に手数料として必要となる高知県収入証紙
の販売を行っておりません（下記の「備考」欄をご覧ください）。
　
　●安芸県税事務所　　　　　　〒784-0001　
　　　　　　　　　　　　　　　安芸市矢ノ丸１丁目4-36　安芸総合庁舎内
　 　 　　　　　　　　　　　　TEL 0887-34-1161　 
　
　●中央東県税事務所　　　　　〒781-5103　
　　　　　　　　　　　　　　　高知市大津乙1820-1 
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088-866-8500 　 
　
　●中央西県税事務所　　　　　〒780-0850　
　　　　　　　　　　　　　　　高知市丸ノ内１丁目7-52高知県庁西庁舎内 
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 088-821-4651〜4 　 
　
　●須崎県税事務所　　　　　　〒785-0013　
　　　　　　　　　　　　　　　須崎市西古市町1-24　須崎総合庁舎内 
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0889-42-2366〜8　  

　●幡多県税事務所　　　　　　〒787-0028　
　　　　　　　　　　　　　　　四万十市中村山手通19　幡多総合庁舎内 
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 0880-35-5972、5974 　 


県税事務所の管轄区域・所在地については、高知県ホームページの
「組織から探す」＞「税務課」＞「窓口・お問い合わせ先」をご覧ください。
	受付期間	【受付時期】　　　随時（土日・祝祭日・年末年始は除きます。）

【受付時間】　　　　８：３０〜１２：００
　　　　　　　　　１３：００〜１７：１５
　
　最近において申告・納税したものに係る納税証明書を請求される場合には、
その領収証書（原本）をご持参ください。
	提出書類	【共　通】　
　○納税証明書交付請求書

【代理人が請求書を持参する場合】
　○委任状

【記載例等】
　○注意事項・記載要領
　例１：個人（ご本人が請求書を持参する場合）
　例２：個人（代理人が請求書を持参する場合）
　例３：法人（法人の代表者本人が請求書を持参する場合）
　例４：法人（代理人が請求書を持参する場合）

　※１：納税証明書交付請求書及び委任状への押印が不要となりました。
　※２：「消せるボールペン」では、記入しないでください。
	備考	【手数料】
　一部につき３６０円（高知県収入証紙）

（ご注意）県税事務所では高知県収入証紙の販売は行っておりません。　
　高知県収入証紙の売り場は、高知県ホームページの「組織でさがす」の「会
計管理局」、「会計管理局のホームページ」にある「高知県収入証紙売り場」
をご覧ください。

※生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、学生の方などは手数料が
免除になる場合があります。
　なお、生活保護受給証明書、学生証など、その事実を証明する書類をご持参
いただくことが必要です。
　詳しくは高知県証明事務手数料徴収条例をご覧ください。

【お願い】
　税に関する事務につきましては、その性格上、個人又は法人の秘密に属する
ものが多く、納税証明を発行するにあたっても、その内容が第三者に漏れる
ことの無いように慎重に取り扱っております。そのため、請求者の方に、
ご不便をおかけする場合があると思いますが、ご理解とご協力をお願いします。
　
　代理人による請求の場合には、ご本人（法人にあっては代表者本人）に
電話等で確認する場合があります。
	ダウンロード書類		委任状[PDF：31.2KB]
	注意事項・記載要領[PDF：215KB]
	【記載例】個人（本人請求）[PDF：89KB]
	【記載例】法人（代表者本人請求）[PDF：93.9KB]
	【記載例】法人（代理人請求）[PDF：113KB]
	納税証明書交付請求書[PDF：70.8KB]
	【記載例】個人（代理人請求）[PDF：109KB]







    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      

	
高知県 総務部 税務課

	
		所在地：	〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号（北庁舎3階）
	電話：	企画 088-823-9306
	課税 088-823-9308
	徴収 088-823-9307
	調査 088-823-9309
	税務システム 088-823-9347
	税外債権対策室 088-823-9310
	ファックス：	088-823-9252
	メール：	110501@ken.pref.kochi.lg.jp
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